
建築基準法＜抜粋＞ 

（敷地等と道路との関係） 

第 43 条 建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第 44 条第 1 項を除き、以下同

じ。）に 2メートル以上接しなければならない。 

一 自動車のみの交通の用に供する道路 

二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものと

して政令で定める基準に該当するもの（第 44条第 1項第三号において「特定高架道路

等」という。）で、地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域のうち都市計

画法第 12 条の 11 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき

区域として定められている区域に限る。同号において同じ。）内のもの 

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

一 その敷地が幅員 4メートル以上の道（道路に該当するものを除き、避難及び通行の安

全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。）に 2メートル以上接す

る建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省

令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支

障がないと認めるもの 

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適

合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて

建築審査会の同意を得て許可したもの 

3～4 （略） 

 

（仮設建築物に対する制限の緩和） 

第 85条 （略） 

2～4 （略） 

5 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物

（次項及び第 101 条第 1 項第十号において「仮設興行場等」という。）について安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間（建築物の工事を

施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮

設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間）を定めてその建

築を許可することができる。この場合においては、第 12条第 1項から第 4項まで、第 21

条から第 27条まで、第 31条、第 34条第 2項、第 35条の 2、第 35条の 3及び第 37条の

規定並びに第 3章の規定は、適用しない。 

6 特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により一

年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上

支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわら

ず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することがで

きる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 

7 特定行政庁は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会

の同意を得なければならない。 

 



建築基準法施行規則＜抜粋＞ 

（許可申請書及び許可通知書の様式） 

第 10条の 4 法第 43条第 2項第二号、法第 44条第 1項第二号若しくは第四号、法第 47条

ただし書、法第 48条第 1項ただし書、第 2項ただし書、第 3項ただし書、第 4項ただし

書、第 5項ただし書、第 6項ただし書、第 7項ただし書、第 8項ただし書、第 9項ただし

書、第 10項ただし書、第 11項ただし書、第 12項ただし書、第 13項ただし書若しくは第

14項ただし書（法第 87条第 2項又は第 3項において準用する場合を含む。）、法第 51条

ただし書（法第 87条第 2項又は第 3項において準用する場合を含む。）、法第 52条第 10

項、第 11項若しくは第 14項、法第 53条第 4項若しくは第 5項第三号、法第 53条の 2第

1項第三号若しくは第四号（法第 57条の 5第 3項において準用する場合を含む。）、法第

55条第 3項各号、法第 56条の 2第 1項ただし書、法第 57条の 4第 1項ただし書、法第

59条第 1項第三号若しくは第 4項、法第 59条の 2第 1項、法第 60条の 2第 1項第三号、

法第 60条の 3第 1項第三号若しくは第 2項ただし書、法第 67条の 3第 3項第二号、第 5

項第二号若しくは第 9項第二号、法第 68条第 1項第二号、第 2項第二号若しくは第 3項

第二号、法第 68条の 3第 4項、法第 68条の 5の 3第 2項、法第 68条の 7第 5項又は法

第 85条第 3項、第 5項若しくは第 6項の規定（以下この条において「許可関係規定」と

いう。）による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式（同条第 3項、第 5項

又は第 6 項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式）による申請書の正

本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁

に提出するものとする。 

2～5 （略） 

 

（認定申請書及び認定通知書の様式） 

第 10条の 4の 2 法第 43条第 2項第一号、法第 44条第 1項第三号、法第 55条第 2項、法

第 57条第 1項、法第 68条第 5項、法第 68条の 3第 1項から第 3項まで若しくは第 7項、

法第 68条の 4、法第 68条の 5の 2、法第 68条の 5の 5第 1項若しくは第 2項、法第 68

条の 5の 6、法第 86条の 6第 2項、令第 131条の二第 2項若しくは第 3項又は令第 137

条の十六第二号の規定（以下この条において「認定関係規定」という。）による認定を申

請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特

定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 

2 法第 43 条第 2 項第一号の規定による認定の申請をしようとする場合（当該認定に係る

道が第 10 条の 3 第 1 項第一号に掲げる基準に適合する場合を除く。）においては、前項

に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたつて通行することに

ついての、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並び

に当該道を同条第 1項第二号及び同条第 2項において準用する令第 144条の 4第 2項に

規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。 

3～4 （略） 

 


